
庄内町避難行動要支援者避難支援プラン

　町では、災害対策基本法の改正を受け、平成19年から取り組んできた「災害時要援護者登録制度」を見直し、「避
難行動要支援者名簿制度」に変更しました。これは、災害対策基本法に基づき、水害、土砂災害、地震などの災害が
起こったときに、自力で避難が難しく、支援を必要とする方（要支援者）を、あらかじめ名簿に登録しておく制度です。

　災害時には、地域の支援者自身も被害にあう可能性があり、十分に活動できない場合もあります。各家庭で災害
に対して備え、日ごろから地域の方々との交流をはかり、必要な支援について理解してもらうことが重要です。
　また、自治会および民生委員児童委員等と一緒に、避難を支援する方（避難支援者）や避難の方法をあらかじめ
決めておく個別計画を作成することを推進しています。

●受験申込：
　受付期間：7/13㈫～8/6㈮ ８:30～17:15　※土日を除く。郵送の場合８月６日の消印有効
●第一次試験：
　⑴期日：9/19㈰　⑵会場：三川町役場または三川町子育て交流施設「テオトル」
　⑶試験科目等：
　　【全試験区分共通】　教養試験、職場適応性検査
　　【上級行政】　専門試験
　⑷合格発表：10月上旬
　※その他詳細については、町HPおよび受験申込書でご確認ください。
●第二次試験（第一次試験合格者が対象）：
　⑴期日：10月下旬
　⑵試験科目：①集団討論　②面接試験　③作文試験
　⑶合格発表：11月上旬
●受験申込書の請求先：
　⑴総務課総務係、役場総合案内、立川総合支所総合支所係、清川出張所、立谷沢出張所にあります。
　⑵ 郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験（○○）受験申込書請求」（（○○）には試験区分を記載し

てください）と朱書きし、120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(角形２号)を同封のうえ、庄内町役場総
務課総務係（〒999-7781庄内町余目字町132番地１）へ送付してください。

　⑶町HPからもダウンロードできます。
■問・申込み：総務課総務係☎0234-42-0128

※ 旧制度の「登録申請同意書」を提出された方も再度提出ください。すでに作成している個別計画については、再
提出は不要です。

●提出先：保健福祉課福祉係、立川総合支所総合支所係、清川出張所、立谷沢出張所
※同意書は提出先と各学区地区公民館にあります。また、自治会や担当の民生委員児童委員にもご相談できます。
■問合せ：【名簿について】保健福祉課福祉係☎0234-43-0818
　　　　　【防災対策について】環境防災課危機管理係☎0234-43-0242

　新成人のみなさん、おめでとうございます。令和３年度庄内町成人式のご案内をします。
●日時：8/15㈰ 14:00～（受付：13:00～）
●場所：響ホール
● 内容：式典、記念撮影、実行委員会イベント
● 対象者：平成12年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方（案内状を発送しています）
※ 本町に住民登録のない本町中学校卒業者には、ご家族の方宛に案内状を発送しています。案内状が届いていない

方、その他本町出身者で成人式に出席を希望される方は、7月12日㈪まで問合せください。
■問合せ：社会教育課社会教育係☎0234-43-0183
※ 今後の情勢によって変更となる場合、町HPなどでお知らせします。

● 対象：災害時に自分で避難が困難な
方で、右表の条件に該当し、名簿の
外部提供に同意できる方。

※ 同意者名簿は、平常時からお住まい
の地域の自治会などに提供します。
提供された情報に基づき、地域の要
支援者の把握、個々の状況の確認、
避難訓練等、災害に備えたそれぞれ
の活動に活用します。

●試験区分および受験資格：

試験区分 受験資格 採用予
定者数

行
政

　上級
　（大学卒業程度）

 次の①または②いずれかに該当する方
　①平成７年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方
　② 平成12年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業した方または令和４

年３月31日までに卒業見込みの方 若
干
名

　初級
　（高校卒業程度）

  平成12年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた方で、高校を卒業
した方または令和４年３月31日までに卒業見込みの方（ただし、大学（短期
大学を除く）を卒業した方または令和４年３月31日までに卒業見込みの方
は受験できません）

令和３年度　庄内町職員採用試験受験案内

令和３年度庄内町成人式

※「大学」とは、学校教育法による大学（短期大学を除く）をいいます。
※ 上記いずれの試験も日本国籍を有しない方、地方公務員法第16条（欠格条項）に該当する方は受験できません。

75歳以上の単身高齢者および75歳以上の高齢者のみの世帯
身体障害者手帳１級または２級を所持している方
療育手帳Ａを所持している方
精神障害者保健福祉手帳１または２級を所持している方
介護保険法における要介護度３以上の認定がされている方
難病患者
上記に準じる方や病気等により地域による支援を必要としている方
上記以外で町または避難支援等関係者が支援の必要を認めた方
（外国人の方、妊産婦や乳幼児・児童など）

町

１ 対象者名簿の作成
３ 同意者名簿の作成
８ 個別計画台帳の作成

地域

◎避難支援等関係者
①自主防災組織
②町内会など
③民生委員・児童委員
④町社会福祉協議会
⑤消防署余目分署・立川分署
⑥庄内警察署
⑦地域包括支援センター
◎避難支援者

自ら避難するのが困難な方
（対象を参照）

支援体制のイメージ支援体制のイメージ

同意書の提出方法同意書の提出方法

要支援者

２  名簿情報の外部
提供同意書

５  個別計画策定

６  個別計画の提出（写）

７  【平常時】見守り、避難訓練など
　 【災害時】避難支援など

４  【平常時】同意者名簿の情報提供
　 【災害時】対象者名簿の情報提供

新型コロナウイルスの影響により中止や延期になる場合があります。各種事業の参加に
あたっては十分な配慮をしていただくとともに、事前に主催者に可否の確認をしてください。
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